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平成19年度から住民税（道町民税）が変わります

こころが結ぶ「森と海」優しさと活気あふれる北の理想郷

８
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平
成
18
年
度
に
お
い
て
「
地
方
税
法
」
と
い
う
法
律
の
改
正
が
あ
り
、
あ
わ
せ
て
「
枝
幸
町
税
条
例
」
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

　

特
に
道
町
民
税
に
関
す
る
改
正
に
つ
い
て
は
、「
国
か
ら
地
方
へ
」
と
、
各
地
方
自
治
体
が
自
主
性
を
発
揮
し
、
よ
り
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
行
う
た
め
に
進
め
ら
れ
て
い
る
「
三
位
一
体
改
革
（
※
1
）」
の
一
環
で
あ
り
、
平
成
19
年
度
以
降
、
次
の
と
お
り
大
幅
な
税
制
改
正
が
行
わ

れ
ま
す
の
で
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

税制
改正

平
成
19
年
度
か
ら
住
民
税
（
道
町
民
税
）
が
変
わ
り
ま
す

１．道町民税の税率が次のとおり改正されます。

　道町民税所得割の税率は、これまで超過累進課税（※２）でありましたが、
応益原則（※３）の性格上、比例税率構造がふさわしいという考えから、一
律となります。

平成18年度まで（現行）
《課税所得金額》 《税率》
200万円以下 ５％

200万円超え700万円以下 10％

700万円超え 13％

平成19年度以降（改正後）
《課税所得金額》 《税率》

一　　　律 10％

２．税の負担増に対処した所得税と道町民税の人的控除（配
　　偶者控除・扶養控除・基礎控除）の差に基づく減額措
　　置が新たに創設されます。

①　道町民税の課税所得金額が 200 万円以下の方は、次の㋐と㋑のいずれ
か小さい額の５％を税額より控除します。

㋐人的控除額の差の合計額　　㋑道町民税の課税所得金額

②　道町民税の課税所得金額が 200 万円を超える方は、次により算出され
た額を税額より控除します。

〔人的控除額の差の合計額－（道町民税の課税所得金額－ 200 万円）〕×５％
ただし、算出された額が 2,500 円に満たない場合は、2,500 円とします。

　平成 17 年度以前は税額の 15％（限度 40,000 円）、平成 18 年度は税
額の 7.5％（限度 20,000 円）を減額していましたが、平成 19 年度以降は
廃止となります。

３．定率減税の廃止

　低所得者層の方々については、道町民税の負担が増加する
ことになりますが、逆に所得税の税率が次のとおり改正され、 
道町民税 + 所得税 の税負担は、定率減税が廃止されたことを
除いては、改正前とさほど変わらない内容となっております。

（左ページ参照）

※１　国庫補助負担金、地方交付税、国から地方への税源移譲の３つを一体的に見直
　　　す国と地方の税財政改革

※２　課税所得の段階的な区分に応じた税率を適用すること

※３　行政サービスの受益に対する対価として負担すること

● 用語解説 ●



３ ▶ 広報えさし

道町民税については、平成19年度（平成18年の収入分）
所得税については、平成19年の収入分（平成20年２月〜３月の確定申告分）

これまでの内容を例にしますと・・・

例：年収400万円で妻・子供２人を扶養の場合
（年間、社会保険料を40万円、生命保険料を10万円以上支払った場合）

道町民税所得税

所得金額  2,660,000 円① 社会保険料控除  400,000 円
生命保険料控除   35,000 円
配偶者控除        330,000 円
扶養控除           660,000 円
基礎控除           330,000 円
控除計        1,755,000 円②

①−② = 課税所得金額  905,000 円

平成 18 年度の税額（現行）

均等割額　4,000 円　　　　　　
所得割額　905,000 円（課税所得金額）×５％（税率）
　　　　　＝ 45,250 円
　　　　　定率減税 45,250 円× 7.5％＝ 3,400 円
　　　　　45,250 円－ 3,400 円＝ 41,850 円≒ 41,800 円
均等割額 4,000 円＋所得割額 41,800 円

＝ 45,800 円（道町民税額）

平成 19 年度以降の税額（改正後
4 4 4

）

均等割額　4,000 円
所得割額　905,000 円（課税所得金額）× 10％（税率）
　　　　　＝ 90,500 円
※ただし、定率減税は廃止となります。

人的控除の差に基づく控除
（税制改正により新たに創設されます。）

課税所得金額が 200 万円以下なので
ア．200,000 円×５％＝ 10,000 円
イ．905,000 円×５％＝ 45,250 円
のいずれか低い額を控除

人的控除区分 所得税の場合 道町民税の場合 人的控除の差

配偶者控除 380,000 円 330,000 円 50,000 円

扶養控除 760,000 円 660,000 円 100,000 円

基礎控除 380,000 円 330,000 円 50,000 円

計 1,520,000 円 1,320,000 円 200,000 円

均等割額 4,000 円＋（所得割額 90,500 円－控除 10,000 円）

＝ 84,500 円（道町民税額）

所得金額  2,660,000 円① 社会保険料控除  400,000 円
生命保険料控除   50,000 円
配偶者控除        380,000 円
扶養控除           760,000 円
基礎控除           380,000 円
控除計        1,970,000 円②

収入金額 4,000,000 円では、所得金額は 2,660,000 円となります。

①−② = 課税所得金額  690,000 円

平成 18 年分の税額（現行）

690,000 円（課税所得金額）× 10％（税率）＝ 69,000 円
定率減税 69,000 円× 10％＝ 6,900 円

69,000 円－ 6,900 円　＝ 62,100 円（所得税額）

平成 19 年分以降の税額（改正後
4 4 4

）

690,000 円（課税所得金額）×５％（税率）

＝ 34,500 円（所得税額）
※ただし、定率減税は廃止となります。

現　　　　　行
《課税所得金額》 《税率》

330 万円未満 10％

330 万円以上 900 万円未満 20％

900 万円以上 1,800 万円未満 30％

1,800 万円以上 37％

改　　正　　後
《課税所得金額》 《税率》

195 万円未満 ５％

195 万円以上 330 万円未満 10％

330 万円以上 695 万円未満 20％

695 万円以上 900 万円未満 23％

900 万円以上 1,800 万円未満 33％

1,800 万円以上 40％

所得税率の変更

から適用されます



その他の改正事項　平成20年度（平成19年の収入分）より

１．住宅借入金等特別税額控除（住宅取得等ローン減税）の創設

　所得税のみに適用されておりました住宅借入金等特別税額控除が、平成２０年度より道町民税にも適用されること

になりました。

　ただし、平成 11 年から平成 18 年までに入居され、平成 19 年分以降の所得税の申告において、当該控除が

適用されている方のみに限り、次の算出方法により減税されます。今後、住宅の購入予定がある方につきましては、

今年中に購入されますと、所得税・道町民税の両税の減税が受けられる場合があることになります。

①　当該年分の住宅借入金等特別税額控除額
②　所得税の課税所得金額に改正前の税率を乗じた場合の所得税額
　　（住宅借入金等特別税額控除を適用しない場合の所得税額）
③　所得税の課税所得金額に改正後の税率を乗じた場合の所得税額
　　（住宅借入金等特別税額控除を適用しない場合の所得税額）

①と②のいずれか低い額から③を控除した残額が控除額となります。

■  住宅借入金等特別税額控除額の算出方法  ■

※この控除を受ける場合は、町への申請が必要となりますが、適用開始時期になりましたら、改めて

詳しくお知らせします。

２．地震保険料控除の創設

　居住者の有する居住用家屋や生活用動産の保険等の目的として支払われた地震保険料等の２分の１に相当する金額

（限度 25,000 円）を総所得金額より控除します。

　長期損害保険契約等に基づく保険料等控除（限度 10,000 円）は、平成 18 年１２月３１日までに契約した分ま

でについては、従来どおり適用されます。

　ただし、短期損害保険契約等に基づく保険料等控除（限度 2,000 円）は廃止となります。

固定資産税関係

　耐震基準に適合した住宅の改修に伴う固定資産税の減額

　昭和 57 年１月１日以前に存在していた住宅を対象に、現行の耐震基準に適合した住宅に改修した場合、改修家屋

全体に係る固定資産税の２分の１を次のとおり減額する制度が創設されました。

平成 18 年～平成 21 年までの期間に改修した家屋　　→　　３年間減額

平成 22 年～平成 24 年までの期間に改修した家屋　　→　　２年間減額

平成 25 年～平成 27 年までの期間に改修した家屋　　→　　１年間減額

※ただし、減額対象床面積は１戸当たり120㎡（約36坪）相当分までとなります。

各改正点について詳しくは、役場税務課（62－ 1236）
歌登総合支所（68－ 2111）までお問い合わせください。

2006.8 ▶ ４



５ ▶ 広報えさし

会　長　 石　川　和　夫

副会長　 妻　鳥　道　明

委　員　 澤　田　礼　二

委　員　 田　中　茂　夫

委　員　 清　水　英　之

委　員　 長　屋　広　道

委　員　 齋　藤　　　督

委　員　 禿　　　覚　英

委　員　 三　谷　　　武

委　員　 野　村　正　一

委　員　 駒　形　定　雄

委　員　 阿　部　粂　吉

委　員　 越　智　正　二

委　員　 小　井　美智子

委　員　 照　井　博　子

委　員　 熊　澤　久　満

委　員　 山　川　健　治

委　員　 吉　田　憲　秋

委　員　 開　地　かほる

委　員　 多　田　眞佐美

歌登地域協議会委員
（敬称略）

歌
登
地
域
自
治
区

　

第
１
回
地
域
協
議
会
開
催

　
　
　
　
　

〜 

委
員
に
委
嘱
状
を
交
付 

〜

　

本
年
３
月
20
日
の
合
併
に

伴
い
、
歌
登
地
域
に
設
置
し

た
「
歌
登
地
域
自
治
区
」
の

第
１
回
地
域
協
議
会
が
７
月

14
日
、
歌
登
総
合
支
所
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

会
議
は
、
16
名
の
委
員
が

出
席
（
４
名
欠
席
）
し
て
開

か
れ
、
冒
頭
荒
屋
町
長
か
ら

各
委
員
に
委
嘱
状
が
手
渡
さ

れ
、
続
い
て
協
議
会
の
会
長

と
副
会
長
の
互
選
を
行
い
、

会
長
に
石
川
和
夫
氏
、
副
会

長
に
妻
鳥
道
明
氏
が
選
任
さ

れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
町
側
か
ら
地
域

自
治
区
・
地
域
協
議
会
の
概

要
と
、
新
町
の
「
総
合
振
興

計
画
（
ま
ち
づ
く
り
計
画
）」

な
ど
各
種
計
画
の
策
定
に
つ

い
て
説
明
を
行
い
ま
し
た
。

　

地
域
協
議
会
は
、
地
域
の

意
見
・
提
案
な
ど
の
検
討
、

取
り
ま
と
め
を
行
い
、
地
域

の
意
見
を
行
政
に
反
映
さ
せ

る
と
と
も
に
、
地
域
住
民
の

皆
さ
ん
と
行
政
の
連
携
強
化

を
図
る
た
め
の
審
議
的
な
組

織
で
、
協
働
活
動
の
要
と
な

る
も
の
で
あ
り
、
地
域
自
治

区
の
核
と
な
り
ま
す
。

　

地
域
自
治
区
の
活
動
が
、

新
町
に
お
け
る
町
民
融
和
と

地
域
の
均
衡
あ
る
発
展
の
原

動
力
と
な
り
、
全
町
に
協
働

の
輪
が
広
が
る
よ
う
、
地
域

協
議
会
と
総
合
支
所
と
が
一

体
と
な
っ
て
、
地
域
づ
く
り

を
推
進
し
て
行
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

▲ 第１回地域協議会

▲ 荒屋町長からの委嘱状交付



枝幸かにまつり

　今年で39回目を迎える枝幸の一大イベント「枝幸か
にまつり」が７月１日・２日、ウスタイベ千畳岩で盛大
に開催されました。２日間にわたり好天に恵まれた今年
のかにまつりには、地元をはじめ、道内外から約２万人
が訪れ、毎年恒例の「かにの早食い競争」や「北の漁場」
などのゲームや夢想漣えさしのよさこいソーラン、歌謡
ショーなどがあり、大変盛り上がりました。
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枝幸かにまつり
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・仲良しのコツは、

　　　ルールとマナーよ。

健康のひろば

歌登地区

今月の健康プラン

2 水
 エキノコックス症検診

 毛登別老人クラブ健康相談

6 日  乳がん・子宮がん検診

23 水  お達者クラブ

25 金  介護者とともに歩む会

29 火
 １歳児・２歳児健康相談

 歯科健診

　　

在
宅
サ
ー
ビ
ス
が
増
え
た
こ
と
に
よ
り
、
在

宅
生
活
を
送
る
高
齢
者
を
支
え
る
家
族
に
も
体

を
休
め
る
時
間
が
で
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
介
護
は
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
時

間
以
外
絶
え
間
な
く
続
き
ま
す
。

　

介
護
者
が
孤
軍
奮
闘
し
て
い
る
中
で
、
心
の

余
裕
が
少
な
く
な
り
、
笑
顔
で
い
ら
れ
な
い
日
々

を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
家
族
を
笑
顔
で
介
護
し

た
い
気
持
ち
と
の
葛
藤
に
苦
し
む
介
護
者
が
多

く
い
ま
し
た
。

　

介
護
者
の
気
持
ち
は
、「
介
護
の
経
験
者
こ
そ

理
解
し
て
も
ら
え
る
の
で
は
？
」
と
現
介
護
者

と
、
介
護
経
験
者
数
名
で
語
り
合
う
場
を
持
ち

ま
し
た
。

　

介
護
者
が
安
心
し
て
語
り
合
え
た
時
、
ま
た

同
じ
よ
う
に
介
護
を
乗
り
越
え
て
き
た
人
の
温

か
い
言
葉
に
触
れ
た
時
に
、
介
護
者
の
気
持
ち

が
は
じ
め
て
癒
さ
れ
ま
し
た
。

　

話
す
こ
と
で
、
気
持
ち
を
軽
く
し
て
、
笑
顔

で
ま
た
介
護
に
向
か
う
。
そ
ん
な
時
間
を
大
切

に
し
て
い
こ
う
と
、
平
成
12
年
「
歌
登
町
介
護

者
と
と
も
に
歩
む
会
」
が
発
足
し
ま
し
た
。

　

発
足
し
て
か
ら
現
在
ま
で
、
毎
月
の
定
例
会
。

家
族
と
介
護
者
が
楽
し
い
ひ
と
時
を
過
ご
す
「
集

い
」
の
開
催
。
介
護
に
つ
い
て
の
講
演
会
や
、

福
祉
関
係
者
と
町
民
の
懇
談
会
な
ど
の
活
動
を

行
い
な
が
ら
、
介
護
者
も
町
民
も
介
護
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
て
い
け
る
よ
う
な
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
会
員
は
、
現
介
護
者
７
名
、
介
護
経

験
者
12
名
、
賛
助
会
員
１
名
で
の
活
動
を
し
て

い
ま
す
。

　

活
動
を
通
し
、
介
護
者
も
介
護
さ
れ
る
方
も

と
も
に
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
を
作
っ
て
い

こ
う
と
「
介
護
」
と
い
う
目
線
か
ら
、
ま
ち
づ

く
り
も
考
え
て
い
ま
す
。

　

法
律
が
変
わ
り
、
今
後
ま
す
ま
す
在
宅
介
護

を
進
め
る
動
き
に
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

障
害
を
持
つ
人
を
支
え
る
介
護
者
が
笑
顔
で

な
け
れ
ば
、
介
護
を
受
け
る
方
も
笑
顔
で
い
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

介
護
者
と
と
も
に
歩
む
会
は
、
介
護
者
の
「
笑

顔
」
を
大
切
に
こ
れ
か
ら
も
活
動
を
続
け
て
い

き
ま
す
。

今回は、介護をする方も介護を受けられる方

も安心して暮らしていける地域をめざし、介

護者を支える活動を展開している「歌登介護

者とともに歩む会」を紹介したいと思います。

「
笑
顔
」
を
大
切
に
！

　
　
　
　
　

歌
登
介
護
者
と
と
も
に
歩
む
会

◎ 

は
じ
ま
り
は
・
・
・

◎ 

会
の
誕
生

◎ 

そ
し
て
笑
顔

「歌登介護者とともに歩む会」
　　　　　　　　　　についてのお問い合わせは、

　歌登南町　事務局　歌登保健センター

　　　　　　　　　　　（☎６８−３１３６）まで・・・

重要メール
●麻しん・風しん予防接種の

方法が６月から変わりまし

た。対象のお子さんにはご連

絡しますので、予防接種にお

連れください。

●「難病医療を考える南宗谷

町民フォーラム」と「難病医

療・福祉相談会」があります。
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枝幸地区

今月の健康プラン

Ｑ
糖
尿
病
と
の
付
き
合
い
が
長

い
で
す
ね　
　
　
　
　

Ａ　

20
代
の
頃
に
糖
尿
病
と
言

わ
れ
て
、
そ
れ
以
来
検
査
は
必

ず
受
け
て
い
る
。
手
帳
に
も
書
い

て
気
を
つ
け
て
い
た
か
ら
、
薬

な
ど
の
治
療
は
受
け
ず
に
今
ま

で
き
た
ね
。

Ｑ
最
近
は
ど
う
で
す
か
？

Ａ　

実
は
、
忙
し
く
て
病
院
へ

行
っ
て
い
な
い
。
12
月
に
血
糖

値
１
６
３
、
Ｈ
ｂ
A
ｌ
ｃ
７
・
８

だ
っ
た
。

　

体
重
、
食
事
、
運
動
も
そ
の

後
に
き
ち
ん
と
し
て
い
る
か
ら

良
く
な
っ
て
い
る
と
思
う
ん
だ

け
ど
…
（
笑
い
）

Ｑ
受
診
が
大
変
で
す
か
？

Ａ　

朝
早
く
行
っ
て
も
、
検
査
結

果
が
で
る
の
が
11
時
頃
だ
か
ら

半
日
つ
ぶ
れ
ち
ゃ
う
か
ら
ね
ぇ
。

今
は
時
間
が
あ
る
け
ど
、
お
っ

く
う
に
感
じ
て
し
ま
う
ん
だ
。

Ｑ
気
を
つ
け
て
い
る
こ
と
は
？

Ａ　

食
事
と
運
動
だ
ね
。
妻
が

野
菜
中
心
の
食
事
を
作
っ
て
く

れ
る
。
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
、
自
転

車
、
ラ
ジ
オ
体
操
は
日
課
に
な
っ

て
い
る
ね
。
た
だ
、
タ
バ
コ
は

糖
尿
病
に
も
悪
い
ん
だ
け
ど
止

め
ら
れ
な
い
ね
（
笑
い
）。

Ｑ
病
院
や
保
健
師
に
ご
意
見
が

あ
っ
た
ら
、
ど
う
ぞ
。

Ａ　

や
っ
ぱ
り
、
検
査
結
果
が
す

ぐ
わ
か
る
と
受
診
し
や
す
い
ね
。

　

講
座
も
あ
る
と
い
い
ね
。
糖

尿
病
は
症
状
が
な
い
か
ら
、
自

覚
を
持
つ
こ
と
が
む
ず
か
し
い

病
気
だ
と
思
う
よ
。
あ
と
、
家

族
の
協
力
も
大
切
だ
か
ら
、
家

族
も
い
ろ
ん
な
話
が
聞
け
る
と

い
い
ね
。

　

定
年
ま
で
糖
尿
病
を
悪
化
さ

せ
ず
に
上
手
に
生
活
さ
れ
て
き

た
Ａ
さ
ん
で
す
。

　

ご
本
人
の
努
力
に
、
ご
家
族
の

応
援
が
病
気
を
悪
く
さ
せ
な
い

一
番
の
お
薬
な
ん
で
す
ね
。
こ

れ
か
ら
も
お
体
を
大
切
に
お
過

ご
し
下
さ
い
。

1 火  歯科健診

2 水  はつらつ元気講座⑥

3 木  ３〜４・６〜７ヵ月児健診

4 金  乳がん・子宮がん検診

5 土  乳がん・子宮がん検診

7 月  町内健康相談

8 火  離乳食教室

17 木  風烈布老人クラブ健康相談

19 土
 「難病医療を考える」

 　南宗谷町民フォーラム

20 日  難病医療・福祉相談会

21 月  山臼老人クラブ健康相談

23 水  お達者クラブ

24 木  １歳６ヵ月・３歳児健診

25 金  １歳児・２歳児健康相談

30 水
 上音標地区健康相談

 はつらつ元気講座⑦

Aさん：６１歳
　軽い糖尿病で受診

歴３５年。

　奥様と旅行、町外

のお孫さんと過ごし

たり、定年後の充実

した毎日をお過ごし

です。

今月の

ほ 健っ さ
ん

けん

▲お達者クラブにて

▲２歳児健康相談にて

▲６〜７ヵ月児健診にて

寝返り途中・・・
　あれれぇ？
　　ママはどこ？

カメラ目線、
ビシッと決まってる？？

い
い
と
こ
ろ
に
入
っ
て
よ
！

　
　
　
　
　
　
　

そ
れ
っ
！

◎
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
！

瀬
尾
保
健
師

９ ▶ 広報えさし
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高額介護サービス費についてお知らせします

　高額介護サービス費は、要介護被保険者が同じ月に居宅サービスや施設サービスを受け、支払った１割の
自己負担合計額（利用者が同一世帯に２名以上いる場合は世帯の合計額）が一定額以上を超えた場合には、
家計に与える影響を考慮して、その限度額を上回らないように負担軽減を図るための保険給付です。
　１カ月（歴月）の介護サービス利用者自己負担額が下表の上限額を超えた場合に、申請していただくとそ
の超えた額を高額介護サービス費として支給（払い戻し）します。
　ただし、この自己負担額には福祉用具購入費・住宅改修費の１割負担や、施設入所中の食費・居住費（滞在費）
及び介護保険の適用限度額を超えて利用したサービス等の自己負担額は、高額介護サービス費の対象となり
ませんのでご留意願います。

●高額介護サービス費の申請等については、
保健福祉課介護係（☎ 62 - 1337）、総合支所住民福祉課福祉係（☎ 68 - 2113）までお問い合わせください。

■【自己負担上限額】（平成 17年 10月サービス利用以降）

申
請
方
法

利用者負担段階区分 自己負担限度額（世帯合計）

・生活保護受給者
・世帯全員住民税非課税で、老齢福祉年金受給者 15,000 円

・世帯全員が住民税非課税の方 24,600 円

・一般世帯（上記の区分に該当しない方） 37,200 円

　高額介護サービス費支給申請書に領収書を添付の上、役場保健福祉課介護係又は歌登総合支所
住民福祉課福祉係で申請してください。（印鑑、振込先口座番号がわかるものをご持参願います。）
なお、サービス利用月により申請方法が変わりますのでご注意ください。
◎平成 17 年 10 月サービス利用分以降の申請
　申請は１回のみで済みます。一度申請をされますと、その後は申請書や領収書は不要となり、
高額介護サービス費が発生した月は、自動的に給付（支給）されます。
◎平成 17 年９月サービス利用分までの申請
　サービス利用月ごとに申請書と領収書が必要です。

※上限額の段階区分は、それぞれの月の初日に利用者の属する世帯主及び世帯員の、同日における課税状況などによ
り判断されます。

利用者負担段階区分
自己負担限度額

世帯合計 個　　人

・生活保護受給者 15,000 円 15,000 円

・世帯全員が住民税非課税で合計所得金額及び課税年金収入の合計が
  80 万円以下の方
・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者

24,600 円 15,000 円

・世帯全員が住民税非課税で上記の区分に該当しない方 24,600 円 24,600 円

・一般世帯（上記の区分に該当しない方） 37,200 円 37,200 円

■【自己負担上限額】（平成 17年９月サービス利用以前）
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お問い合わせは稚内社会保険事務所へ　 ☎ 0162 - 32 - 1941

付加保険料を納付しませんか

国民年金

■ 付加年金の額は？
　付加年金に加入することができるのは、国民年金の第３号被保険者または任意加入被保険者の方です。ただし、
保険料納付の免除・猶予を受けている方や国民年金基金に加入している方は、加入できません。
　付加保険料の額は１カ月400円で、付加年金の額は「200円×付加保険料納付月数」です（65歳から老齢
基礎年金を受給する場合）。つまり、保険料400円に対して年金額200円ですから、受給開始から２年間で付
加保険料相当分の年金を受け取ることができます。
　なお、付加年金は、老齢基礎年金の受給権を得た月の翌月から支給されます。老齢基礎年金を繰上げ受給（60
歳〜64歳）または繰下げ受給（66歳以降）する場合は、付加年金も繰上げ・繰下げ受給となり、老齢基礎年
金の減額率・増額率に応じて減額・増額されます。

▶ お問い合わせは？ ◀
 　付加年金の加入手続きについて、詳しくは最寄りの社会保険事務所にお問い合せください。
（社会保険事務所については社会保険庁のホームページ参照）
　また、国民年金基金の加入については、各都道府県に１カ所ずつ設立されている「地域型
国民年金基金」か、25の業種別に設立されている「職域型国民年金基金」にお問合せください。
（各基金については国民年金基金のホームページ参照）

■ 基礎年金に上乗せ 
 　老齢基礎年金の年金額は792,100円ですが（平成18年度の満額＝40年間保険料納付）、老後に受ける
老齢基礎年金をより高いものにしたいと考えている方のために、付加年金があります。これは、毎月の国民年
金保険料（13,680円＝平成18年度額）に付加保険料を上乗せして納めることで、上乗せの付加年金を受け
ることができる仕組みです。
　厚生年金保険などの被用者年金に加入している方は、報酬によって保険料や給付額が増減しますが、自営業
者など国民年金の第１号被保険者の方は、保険料と給付（老齢基礎年金）額が定額です。
　第１号被保険者で、将来の生活設計に合わせて年金額をより高いものにしたい方のために、付加年金のよう
な上乗せの制度があります。ほかにも、公的な年金制度である国民年金基金、個人型確定拠出年金、農業者が
加入できる農業者年金の制度があります。これら上乗せ制度の保険料は、国民年金保険料と同じく全額が社会
保険料控除の対象となります。

☞ 社会保険庁ホームページ　　http://www.sia.go.jp/
☞ 国民年金基金ホームページ　　http://www.npfa.or.jp/
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　７月 23 日、音標保育所で運動会が行われました。

雨天のため会場を音標小学校体育館に移しての開

催となりましたが、17 人の園児たちは、赤組、白

組に分れ、この日のために練習してきた、団体競

技や遊戯などに、元気に取り組んでいました。お

父さん、お母さんも参加した親子競技では、和気

あいあいと競技が行われ、園児たちは楽しい親子

のふれあいのひと時を過ごしました。

稚内海上保安部巡視船「れぶん」体験航海

町内両老人ホームで華麗な演舞を披露

三笠山展望閣でお話し会

海上の安全を
守ります

枝幸市街地を
バックに紙芝居

　稚内海上保安部では、海の安全と海上保安業務

を理解してもらうため、７月 15 日、枝幸港で巡

視船「れぶん」の船内一般公開と体験航海を行い

ました。約 120 名が乗船し実施された体験航海で

は、枝幸港から巡視船を出港させ、航行の様子や

搭載している高速警備救難艇（海難救助、立入検査、

取締り等に使用）の操船訓練の様子を披露しまし

た。

　７月７日三笠山展望閣で、育児サークル「ぺんぎん」
のお話しコロリンお話し会が行われました。サークル
でのお話しコロリンによるお話し会は、毎月一回保健
福祉センター内で行われていますが、今月は場所を変
えて実施されました。この日子どもたちは、七夕の日
にちなんだお話しを聞いた後、紙飛行機を作ったり、
展望閣からの眺めをスケッチしました。
　また、展望閣では、このようなイベントを大募集し
ています。☎ 62 - 2044 までお問い合わせください。

親子の楽しいふれあい夢想漣えさしの踊りに
大喜び

　夢想漣えさしは、７月２日枝幸かにまつりでの演
舞終了後、特別養護老人ホーム「枝幸苑」、「歌翠園」
に移動し、入園されているおじいちゃん、おばあちゃ
んに踊りを披露しました。
　おじいちゃん、おばあちゃんたちは、間近で見る
よさこいの踊りに、少しびっくりした様子でしたが、
雰囲気に慣れてくると手拍子や拍手をするなど喜ん
でおり、踊り子さんたちも、この日の熱さの中、３
会場で幾度となく踊りましたが、つらい表情を顔に
も出さず、がんばっていました。
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全道消防技術訓練指導会で好成績

歌登八幡神社、厳島神社例大祭

　７月は歌登、枝幸両地区の市街地で神社祭が行われ
ました。
　10 日の歌登八幡神社祭では、最高気温が 30 度近く
になる絶好の天気の下、子ども神輿を含め５基のお神
輿が町内を練り歩き、　一方、厳島神社祭は、あいに
くの天候でしたが、14 日の宵宮祭では、今年も神社
鳥居内で夢想漣えさしの演舞や夜神輿などが行われる
など、双方とも大変盛り上がりました。

歌登地区小学校陸上大会

枝幸消防署員が
初の全国大会へ

自慢の足を競う

　７月 13 日、第 35 回全道消防救助技術訓練指導
会が札幌市消防学校で行われ、「ほふく救出」の部
に出場した枝幸消防署チーム（福井康二消防副士長：
写真中、保土澤巧消防士：写真左、阿部寛史消防士：
写真右）の３名が道北ブロック１位の好タイム（全
道３位）を出し、初の全国大会出場を決めました。
全国大会は、８月 24 日に札幌市で行われ上位入賞
が期待されます。

いよいよ夏本番

　７月４日、歌登小学校グランドで、枝幸町歌登地
区小学校陸上大会が行われました。
　歌登、志美宇丹、本幌別の３つの小学校から 112
名の小学生が参加し、短距離走（50 ｍ～ 100 ｍ）、
長距離走（400 ｍ～ 1000 ｍ）と走り幅跳びの３種
目で自慢の足を競い合いました。
　子どもたちは、この陸上大会のために練習してき
た成果を十分に発揮し、最後まであきらめず、トラッ
クとフィールドを駆け抜けていました。
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【
歌
登
八
幡
神
社
神
輿
】

【
厳
島
神
社
神
輿
】

【
厳
島
神
社
鳥
居
前
で
の
演
舞
】
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　現在、「いろいろな事情

でお子さんを育てること

ができない」という家庭

が増えており、（現在、そ

のようなお子さんを）受

け入れる環境も不足して

います。日本では、その

ようなお子さん達の多く

が施設等で集団生活をし

ていますが、自分の家庭

に迎え入れ、愛情を込め

て養育することを目的と

しているものが、『里親』

という制度です。

　養育をお願いする期間

は、そのお子さんの家庭

事情により異なりますが、

長期間になる場合もあり

ます。（ただし、1 年以内

に限定した「短期里親」

という制度もあります）

お子さんを養育すること

になれば、養育費として、

里親手当、生活費、学校

教育費、医療費が支給さ

れます。

　詳しくは、旭川児童相

談所、市役所（役場）に

ご相談ください。

【問い合わせ先】

旭川児童相談所

☎ 0166 - 23 - 8195

（地域支援課相談支援係）

役場子育て推進課

☎ 62 - 1414

今月の

お知らせ＆ガイダンスお知らせ＆ガイダンス　夏季資金の準備はおす

みでしょうか。

　国民生活金融公庫では、

例年どおり夏季事業資金

を取扱い中です。また、新

たに事業を始められる方

への融資の相談もお受け

しております。

　季節商品の仕入れや手

形の決済、従業員へのボー

ナスの支払いなどに国民

生活金融公庫の資金をお

役立てください。なお、申

込が集中することが予想

されますので、お早目のご

相談をお待ちしておりま

す。

◆融資条件

1. 融資限度額

　　　　　4,800 万円

2. 資金のお使いみち

　事業資金

　（運転資金・設備資金）

3. 利率

　基準利率　年 2.45％

（平成18年6月9日現在）

　返済期間によって異な

る利率が適用されます。

４. 返済期間

　運転資金　  5 年以内

　設備資金　10 年以内

５. 保証人・担保

　融資に際しての保証人・

担保（不動産、有価証券等）

などにつきましては、お客

様の希望に応じて相談さ

せていただきます。

　なお、この他に、お使い

みちによって融資額や返

済期間および利率が有利

な融資制度もこざいます。

【問い合わせ先】

国民生活金融公庫旭川支

店　融資相談係

旭川市 4 条通 9 丁目

☎ 0166 - 23 - 5241

里親になりませんか？

　旧軍人等で恩給等を受

けていない恩給欠格者の

方（該当する者の遺族の

方を含む）、終戦に伴い本

邦以外の地域から引き揚

げてこられた方に内閣総

理大臣名の書状等を贈呈

しています。

　請求書類は、本庁保健

福祉課、総合支所住民福

祉課の窓口においてあり

ます。既に請求された方

は、再度請求される必要

はありません。

　資格要件などのお問い

合せは、独立行政法人平

和祈念事業特別基金まで

フリーダイヤル

☎ 0120 - 234 - 933

ホームページアドレス

http://www.heiwa.go.jp

夏季資金はお早めに！

恩給欠格者、引揚者の皆様へ

　中学生のみなさんあな

た も 応 募 し て み ま せ ん

か！いま法務局では、人

権作文を募集しています。

▶内容

　題は自由ですが、学校

や家庭、地域社会の中か

ら「人権」についての経

験や感じたことなどを題

材にしてください。

▶応募方法

1. 原稿

400 字詰原稿用紙 5 枚

以内

作品には住所、氏名、学

校名、学年を明記してく

ださい。

2. 締切り

平成18年8月31日（木）

（当日消印有効）

3. 送付先

名寄人権擁護委員協議会

〒 096 - 0011

名寄市西 1 条南 11 丁目

1 番地 5

旭川地方法務局名寄支局内

▶入選発表

平成 18 年 11 月中旬新

聞紙上に掲載します。

▶表彰等

最優秀賞 　2 編

優秀賞　 　4 編

佳作 　　 10 編

応募者全員に参加賞を贈

呈します。

▶その他

　入賞作品につきまして

は、作文集・報道機関・

インターネット等に公表

します。この場合、学校名・

学年・氏名が公表される

ことがあります。

▶主催

　旭川地方法務局

　旭川人権擁護委員連合会

　北海道

いま法務局では、
人権作文を募集しています。
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　北海道障害者職業能力

開発校では、平成 19 年

度の入校希望者を対象に

障がいの程度や能力に応

じた訓練科目が選択でき

るよう、次により相談を

行っておりますのでお気

軽にお越しください。

１. 相談申込先・相談場所

北海道障害者職業能力開

発校

〒 073 - 0115

砂川市焼山 60 番地

☎ 0125 - 52 - 2774

FAX 0125 - 52 - 9177

※相談を希望される方は、

事前に電話か FAX で申し

込みください。

２. 相談期間・時間

平成 18 年７月３日（月）

〜平成 19 年２月 22 日

（木）まで

（土・日曜日・祝日及び夏

期休暇８月５日〜８月 20

日、 冬 期 休 暇 12 月 23

日〜１月８日までを除く）

※午前は９時 30 分、午

後は 13 時 30 分から行

います。

※特別な事情により、相

談期間及び相談時間以外

で希望される方は、お問

い合わせください。

３. 持参する書類

　相談を受けられる方は、

障害者手帳、療育手帳、

又は障がいを確認できる

書類を持参してください。

４. 訓練科目

情報ビジネス科、プログ

ラム設計科、CAD 機械科、

建築設計科、被服縫製科、

被服縫製科作業実務コー

ス、プリントメディア科、

ショップマネジメント科

５. その他

　交通費及び参加手当の

支給はありません。遠方

の方で宿泊を希望される

方は、寄宿舎を利用でき

ます。（実費負担）

　詳しくは、北海道障害

者職業能力開発校又は最

寄りの公共職業安定所へ

お問い合わせください。

北海道障害者職業能力開発校
入校前適性相談のご案内

　宗谷保健福祉事務所浜

頓別支所では、こころの

健康について心配のある

方に専門医が相談に応じ

ています。プライバシー

は厳守されます。お気軽

にご相談ください。

▶相談日時

平成 18 年８月 9 日（水）

　　11：00 〜 15：00

平成18年11月8日（水）

　　11：00 〜 15：00

▶場所

宗谷保健福祉事務所浜頓

別支所

枝幸郡浜頓別町中央北 3

番地

☎ 01634 - 2 - 0190

▶対象

　こころの健康について

心配のある方とその家族

　例えば、こんな相談を

お受けします。

・不眠が続く、やる気が

でない、仕事に行けない、

人間関係に悩んでいる　

・物忘れが気になる、物

を盗られた、日付・場所

の感覚がおかしくなった

等の症状がある

・お酒のせいで家庭や仕

事に支障をきたす、お酒

をやめられない

・過食や拒食、不登校、

家庭内暴力で悩んでいる

【問い合わせ先】

宗谷保健福祉事務所浜頓

別支所　保健指導

☎ 01634 - 2 - 0190

FAX 01634 - 2 - 0191

「こころの健康相談のお知らせ」

　道路は、私たちの毎日

の生活を支える欠くこと

のできない基本的な社会

資本ですが、あまりにも

身近な存在であるため、

その重要性が見過ごされ

がちです。

　そこで、8月10日を「道

の日」と定め、８月を「道

路ふれあい月間」として、

全国各地で道路の重要性

や道路愛護の精神を高め

る各種行事が展開されて

います。

　枝幸町内でも毎年、道

路パトロールカーの体験

試乗や道路維持作業車の

見学行事が実施されてい

ます。

　８月 10 日の「道路の

日」を契機にもう一度見

直してみませんか。

　

８月は道路ふれあい月間

・資　格…高卒（見込み）21才未満
・試験日…平成18年９月23日（土）
・資　格…18才以上24才未満
・試験日…平成18年９月16日（土）
・資　格…18才以上27才未満
・試験日…平成18年９月16日（土）
・資　格…18才以上27才未満
・試験日…受付時通知

自
衛
官
募
集
案
内

■航空学生
（海・空）
■一般曹候補学生
（陸・海・空）
■曹候補士
（陸・海・空）
■二等陸・海・空士
（随時受付）

■ お問い合わせ ■
枝幸町新栄町812番地

旭川地方連絡部枝幸募集事務所
☎  62 - 1593
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　税関では戦後、海外から

引揚げて来られた方々か

らお預かり致した、約 87

万件余りの下記のような

未返還の保管証券類をお

返ししております。

・終戦後、海外から引揚げ

て来られた方々が、上陸地

の税関・海運局に預けられ

た通貨・証券

・帰国前に樺太（真岡、大

泊、豊栄、留多加など）、満

州（瀋陽、吉林、撫順、鞍

山など）にあった在外公館、

日本人自治会に預けられ

た通貨・証券等のうち日本

に返還されたもの
〈保管証券類とは〉
　税関が保管している通貨・証
券類には、携帯輸入が禁止され
た一定額を超えたものについて

上陸港で引揚者から税関が預
かった『上陸港扱いの保管物件』。
外地からの引き揚げの際、在外
公館又は日本人自治会へ寄託さ
れ、最終的に税関に移管された
『外地扱いの保管物件』がありま
す。

　返還の請求はご本人だ

けでなくご家族の方々で

も構いません。『もしかし

たら家にも…』とお気付き

の方は、お気軽に最寄の税

関までお問い合わせくだ

さい。

【問い合わせ先】

稚内税関支署

〒 097 - 0001

稚内市来広 5 丁目 6 番 1

号　稚内地方合同庁舎

☎ 0162 - 33 - 1075

戦後海外から
引き揚げて来られた方々へ

　８月は、固定資産税、国民健康保険税の納
期月となっています。臨時出納窓口を次のと
おり開設しますので、ご利用ください。

臨時出納窓口開設のお知らせ

お問い合わせ
役場税務課納税係（☎ 62 - 1236）

日　時　８月 28 日（月）　
　　　　10：00 〜 13：00
場　所　目梨泊・乙忠部・音標の
　　　　各コミュニティセンター　

 枝幸町地域交通システム検討協議会 

▶応募資格　
　枝幸町内に住所を有している18歳以上（高校生を除く）
　の方。
▶募集人数　６名程度
▶募集期間　８月１日（火）〜８月25日（金）
▶応募の方法　
　所定の用紙に必要事項記載の上、下記担当まで提出して
　ください。
※応募用紙は役場企画課・総合支所に備え付けのものをご使用
ください。（枝幸町ホームページからもダウンロードできます。）
▶会議の開催　年間５回程度の開催を予定しております。
▶報酬・交通費等　
　「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
する条例」に基づき支給されます。

役場企画課交通対策係　　　　　☎ 62 - 1235
総合支所地域総務課地域振興係　☎ 68 - 2111

応募・お問い合わせ

　戦後、未解決であった領

土問題のうち、奄美群島、

小笠原諸島、そして沖縄が

祖国に復帰しましたが、北

方領土すなわち歯舞群島、

色丹島、国後島、択捉島の

北方四島は、祖国復帰が未

だ実現していません。

　終戦当時、北方四島には

17,291 人の島民が住ん

でいましたが、領土問題が

未解決のため、生まれ故郷

に帰ることもできません。

　北方領土は、私たちの祖

先が心血を注いで開拓し

た日本固有の領土です。

　領土問題の解決には、何

といっても全国民あげて

の力強い世論の支持が必

要です。

　北海道では、こうした国

の外交交渉を積極的に後

押しする立場から、さらに

道民世論の結集を図るた

め、８月を「北方領土返還

要求運動強調月間」と定め、

市町村や関係団体との連

携のもとに、一層強力に北

方領土問題の啓発活動を

実施します。

　枝幸町でも役場庁舎１

階サロンや総合支所１階

カウンター、枝幸町バス

ターミナル内に署名コー

ナーを開設して、署名活動

を実施します。これら、広

報・啓発事業への積極的な

参加などを通じて、北方領

土返還運動にご協力をお

願いします。

絶やさない　熱い世論で
四島（しま）返還

　本年３月 20 日の合併に伴い、両地区間の公共交
通など、町内における生活交通の確保と望ましいあ
り方について検討・協議することを目的とした「枝
幸町地域交通システム検討協議会」を設置します。
　本協議会では、地域における望ましい交通体系の
検討・協議をはじめとして、町民の皆さんが便利で
快適な交通手段を利用できるよう実情に応じた具
体的な取り組みを行っていきます。
　協議会の設置に際し、町民の皆さんから委員（公
募委員）の募集を行います。

「枝幸町」における望ましい生活交通検討に向けて

■ 委員を募集します ■
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■■■■ 国保病院出張診療（８月）■■■■
枝　幸

歌　登

■■   免許更新時講習   ■■

■■ 社会保険事務相談所 ■■

■■  枝幸職業相談室  ■■

８月 25 日（金）　中央コミュニティセンター
　① 優良・一般  午後５時 00 分　
　② 違反  午後６時 30 分　
　③ 初回  午後６時 00 分　

　優良のみ　浜頓別町役場大会議室　
　８月10日（木）　午後５時30分

８月 24 日・25 日　中央コミュニティセンター

24 日（木）　午後１時 30 分〜午後４時 30 分

25 日（金）　午前９時 00 分〜午前 11 時 30 分

８月３日（木）・８月 31 日（木）
枝幸職業相談室   

午前９時 00 分〜午後２時 00 分

子育て支援情報

　つくしんぼ広場は、お母さん同士の交流を深める場所で
もあります。まだ、一度もつくしんぼ広場に来ていないお
母さんも是非参加し、色々なお母さんと交流してみてはい
かがでしょうか。きっと毎日の子育てを楽しくするヒント
が聞けると思います。

【８月の予定】
８月 ９ 日（水）10：30 ～ おはなし
８月 2 3 日（水）10：00 ～ 保育士による楽しい遊び
場　所　子ども会館
＊都合により変更することがあります。

つくしんぼ便り

■  お問い合わせ　子育て推進課   ☎６２ - １４１４ ■

歌登地域子育て支援センター
【のびのびルーム開放日】
８月 24 日（木）８月 28 日（月）　９月４日（月）　時間　10：00 〜 11：00
※枝幸地域の保育所、幼稚園の入所、入園前の親子さんも利用できます。

【お問い合わせ】歌登地域子育て支援センター☎ 68 - 2364（歌登保育所内）

ブックスタートからお知らせ
　こども（乳幼児期）に絵本の読み聞かせをしたいが、「どのような
本を選べばいいのかわからない」という方がいるかと思います。ポイ
ントとしては、子どもが興味を持てて楽しい本がよいです。色がきれ
いで、登場人物や物の形がはっきり描かれている絵本、文が簡潔で、
繰り返しや楽しいリズムのある本がいいみたいです。そのような本は
図書館や児童館にありますので、借りてみてはいかがでしょうか。

【８月の日程】 対象  ６・７カ月児健診対象者、1 歳児健康相談対象者
８月 ３日（木）　13：00 ～　  6・７カ月児健診時
８月 25 日（金）　 ９：00 ～ 　１歳児健康相談時
場　所　　枝幸町保健福祉センター

診療科目 診療日 曜日 時　間

眼　科 １日 火 要予約　時間は予約時に連絡します。
15 日 火 要予約　時間は予約時に連絡します。

婦人科 10 日 木 受付　午前８時 45 分〜午後３時 30 分
11 日 金 受付　午前８時 45 分〜午後２時 30 分
24 日 木 受付　午前８時 45 分〜午後３時 30 分
25 日 金 受付　午前８時 45 分〜午後２時 30 分

整形外科 10 日 木 要予約　時間は予約時に連絡します。
24 日 木 要予約　時間は予約時に連絡します。
31 日 木 要予約　時間は予約時に連絡します。

精神科 11 日 金 受付　午前８時 45 分〜午後２時 00 分
23 日 水 受付　午前８時 45 分〜午後２時 00 分

脳神経外科 22 日 火 受付　午前８時 45 分〜午前 11 時 30 分

診療科目 診療日 曜日 時　間

整形外科 ９日 水 要予約　午後１時 00 分〜午後４時 00 分

23 日 水 要予約　午後１時 00 分〜午後４時 00 分



　かにまつりや神社祭が終わり、いよいよ

夏が来たという感じです。今月も、健康回

復村でのラベンダーフェスティバルを始めとして、夏のイベントが

たくさんあります。７月は暑い日があったり、涼しい日になったり

と気温差が激しいように思われます。体調管理に気をつけて、短い

夏を楽しみましょう。 （い）

の
子 元 気 ！ウ

チ

住民登録人口     6 月末現在 （　）は前月比
枝幸地区
人口　7,612（−13）
男　　3,653（−　2） 
女　　3,959（−11）
世帯　3,147（＋　2）

歌登地区
人口　2,250（−13）
男　　1,043（−11） 
女　　1,207（−　2）
世帯　1,027（−　6） 

計
人口　9,862（−26）
男　　4,696（−13）
女　　5,166（−13）
世帯　4,174（−　4）

あて先
〒 098-5892　枝幸町本町 916 番地　企画課広報統計係
E メール　kouhou@town.esashi.hokkaido.jp

編 集 後 記
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枝幸町のホームページ　http://www.town.esashi.hokkaido.jp/

　発行月にお誕生日を迎え３歳になるお子さんの写真を募
集します。申し込み期限は毎月 15 日までです。たくさん
の応募があった場合は、先着順になる場合がありますので、
ご了承ください。
○応募方法　写真にお子さんの名前（ふりがな）・生年月日・
住所・電話番号・お子さんへのメッセージ・両親の名前を
添え、下記のあて先まで郵送または E メールにてご応募く
ださい。お待ちしております。

桔
き き ょ う

梗 海
み

音
お

ち ゃ ん （栄　町）
Ｈ 15.8.7 生
父　琢也 さん　母　絵美子 さん

いつも明るく元気いっぱいの海音
がパパもママも大好きです。これ
からもたくさん遊んでいっぱい笑
おうね！

▶上段　ウスタイベ千畳岩から見た神威
岬の夕暮れです。かにまつり前夜祭の日
に撮りました。カモメが神威岬から向
かって飛んで来るのが見えます。
▶下段　歌登八幡神社祭の神輿行列後方
の踊り山の山車で踊った原田社中の方々
です。神社からの出発前に撮影しました。

今月の表紙

人 　の動き

誕生

結婚

枝幸地区

枝幸地区

お悔やみ

枝幸地区

６月 21 日〜７月 20 日受付分

谷
た に ぐ ち

口 晴
は る と

飛 く  ん（北幸町）
Ｈ 15.8.6 生
父　和也さん　母　尚美さん

これからも元気いっぱい遊ぼうね。

こちらのコーナーについては、個人
情報保護の観点から掲載しておりま
せん。ご了承ください。


